
福
井
県
条
例
第 

 
 

号 

 
 
 

福
井
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
） 

 

福
井
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
福
井
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
第
二
条
第
一
号
中
「
総
合
政
策
部
、
国
体
推
進
局
」
を
「
地
域
戦
略
部
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
産
業
労
働
部
、
観
光
営
業
部
」
を
「
交

流
文
化
部
、
産
業
労
働
部
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
中
「
議
会
」
を
「
議
会
ま
た
は
委
員
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
議
会
運
営
委
員
お
よ
び
特
別
委
員
の
辞
任
） 

第
十
一
条 

議
会
運
営
委
員
お
よ
び
特
別
委
員
が
辞
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
会
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
閉
会

中
に
お
い
て
は
、
議
長
が
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

議
長
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
議
会
運
営
委
員
お
よ
び
特
別
委
員
の
辞
任
を
許
可
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
次
の
議
会
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
委
員
会
の
」
を
「
委
員
長
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
署
名
」
を
「
署
名
し
、
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
井
県
議
会
委
員
会
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
常
任
委
員
会
の
委

員
、
委
員
長
ま
た
は
副
委
員
長
で
あ
る
者
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
井
県
議
会
委
員
会
条
例
（
以
下
「
新

条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
常
任
委
員
会
の
委
員
、
委
員
長
ま
た
は
副
委
員
長
に
選
任
さ
れ
、
ま
た
は
互
選
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
の
規
定
に
よ
る
常
任
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
事
件
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
に
、
そ
れ
ぞ

れ
新
条
例
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
件
を
所
管
す
る
こ
と
と
な
る
常
任
委
員
会
に
付
議
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 
 
 

提
案
理
由 

 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
お
よ
び
特
別
委
員
会
委
員
の
閉
会
中
の
辞
任
を
議
長
が
許
可
で
き
る
こ
と
等
と
し
た
た
め
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
。 


